
ま　え　が　き

この講座は、ズバリ、「経理実務」を模擬体験してもらうための講座です。自動車の運転免

許証の取得の時には、学科試験と実地試験があります。これは、道路を実際に運転するために

は理論と実践が必要だからです。簿記も同じように、大学や検定試験で勉強しただけで、実践

を体験せず、初めて実務につくと戸惑います。

勉強と実務の違いは、次のようなことです。

１ ≥ 勉強では仕訳を「文章」で行いますが、実務では「領収書、請求書や納品書等の書

類」で行います。

２ ≥ 勉強では時間の制限がありますが、実務では勉強のような時間の制限がありません。

また、受験では合格点がありますが、実務では完璧でなければなりません。従って、試

験では「不明やわからない項目を割愛」することができますが、実務では「必ず処理」

しなければなりません。

３ ≥ 試験では「税法や社会保険等の知識は不要」ですが、実務では「税法や社会保険等の

基礎知識が必要」です。

４ ≥ 勉強では「人間」が減価償却費を計算し、総勘定元帳、貸借対照表や損益計算書も

「人間」が作成しますが、実務では「コンピュ−タ（パソコン）」が計算や帳票の作成を

してくれます。

この講座の教材では、これらのことを考慮し、さらに、約２0年間の受講生の声を生かして作

成しています。例えば、簿記を勉強した人であれば、「貸借対照表」という言葉でわかります

が、簿記を勉強したことがない人は現物を見なければわかりません。同様に、実務経験者であ

れば、「給与支払報告書」、「扶養控除等（異動）申告書」、「労働保険申告書」や「借入金の返

済予定表」という言葉でわかりますが、実務未経験者は、現物を見なければわかりません。

そこで、教材には実際に実務で使用している書類を組み込み、レジュメでなく読んでもわか

るテキスト形式で作成しています。

なお、重要な項目は、文字をゴシックにし、アンダ−ラインが引いてあります。

平成３0年 ７ 月 １ 日　　　

税理士　山口　一雄

税理士　田中浩太郎
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学校でも ４月に入学式、10月に運動会、 ３月には卒業式と年間カリキュラムがあるように、

経理や総務にも年間カリキュラムがあります。また、この年間カリキュラムは、これからの講

義内容の概要ともなります。

なお、期限等が土曜、日曜又は祭日の場合は翌日に、12月３1日の場合は翌年の 1月 ４日とな

り、納付は、通常、銀行、信用金庫又は郵便局等の金融機関で行います。

（原則的なものであり「例外」もあります。詳細は今後の講義で行います）

1　　　月

1月10日

⑴　12月分源泉所得税の納付→税務署

（注）　所得税の税額の計算は企業が行い、企業が支払う給与から徴収します。

第 １章　経理・総務の年間カリキュラム

§ １　概　要

§ ２　内　容

給料支払

給　料　500 現預金　20（注）→預り金（所 得 税）20

預り金

預り金

預り金

預り金

現預金

40

20

35

3

382

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

12/ 1 12/25 12/31 1 /10

源泉所得税の納付

住 民 税

健康保険

厚生年金

雇用保険

預り金（所 得 税）20
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⑵　12月分個人住民税の特別徴収分の納付→市区町村

（注）　住民税の税額の計算は市区町村が行い、企業が支払う給与から徴収します。

３1日

⑴　給与支払報告書の提出→市区町村

【概　要】

給与所得者の個人住民税の特別徴収額を市区町村が計算できるように、前年分

の給与支払報告書（給与所得等の明細書、テキスト76ページ参照）を提出します。

⑵　給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出→税務署

【概　要】

給与所得者の所得等を税務署が確認できるように、給与所得者の前年分の源泉

徴収票（給与所得等の明細書）等を提出します。

なお、給与支払報告書と源泉徴収票は、複写で作成するので、内容は同じです。

⑶　固定資産税の償却資産（工具器具及び備品等）に関する申告書の提出→市町村（東京都

2３区は都）

土　　地→不動産登記等により確認可能

固定資産税 家　　屋→不動産登記等により確認可能

償却資産→不動産登記等により確認不可能→申告書の提出

給料支払

給　料　500 現預金　40預り金（所 得 税）20

預り金

預り金

預り金

預り金

現預金

40

20

35

3

382

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

12/ 1 12/25 12/31 1 /10

個人住民税の特別徴収分の納付

住 民 税

健康保険

厚生年金

雇用保険

預り金（住 民 税）40

（注）
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⑷　11月決算法人の確定申告納付

法人税等並びに消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という）→税務署、

法人住民税→都道府県及び市町村（東京都2３区は都のみ）、法人事業税等→都道府県

（事業年度：12月 1 日～翌年11月３0日）

⑸　 ５月決算法人の中間申告納付

法人税等及び消費税等→税務署、法人住民税→都道府県及び市町村（東京都2３区は都の

み）、法人事業税等→都道府県

（事業年度： 6月 1日～翌年 ５月３1日）

⑹　労働保険（労災保険及び雇用保険）概算保険料の第 ３期分の納付→労働基準監督署

⑺　 1 月徴収分健康保険料及び厚生年金保険料の納付→年金事務所等

（注 1）�　健康保険及び厚生年金保険の保険料の計算は年金事務所等の指示により、企

業が行い、企業が支払う給与から徴収します。

（注 2）�　実際の保険料の納付は、事業主負担分（法定福利費）を加算した金額です。

12/ 1 11/301年 1 /312カ月以内

確定申告納付

6 / 1 1 /3111/30 5 /312カ月以内6カ月

中間申告納付

給料支払

給　料　500 現預金　55

（注 1）

（注 2）

預り金

預り金

預り金

預り金

預り金

現預金

20

40

20

35

3

382

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）

1 / 1 1 /25 1 /31

保険料の納付

所 得 税

住 民 税

健康保険

厚生年金

雇用保険

預り金（健康保険）20

預り金（厚生年金）35


